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Ⅰ 補助制度の概要  

1  事業の目的 

岡山市では、犯罪や交通事故を未然に防止し、安全で安心なまちづくりを推進するため、

防犯灯を新設又は取り替える町内会に対して、その費用の一部を補助します。 
 
２ 対象となる団体 

市内の単位町内会及び学区・地区連合町内会で岡山市町内会名簿に登載されている団体

をいいます。 

 

３ 対象となる防犯灯 

 

①ＬＥＤ灯その他の省エネタイプの防犯灯であって，かつ，消費電力が２０ワット未満

のものを新たに設置又は取り替える場合。 

  ②既存の電柱等に防犯灯を新規に設置するもの及び新たに専用柱を設置する場合の補

助灯数の上限は、補助対象団体１団体当たり年間１０灯以内。 

  ③既存の電柱等の防犯灯を取り替える場合の補助灯数の上限は、現に町内会が維持管理

している防犯灯が40 灯以上の場合は、全体灯数の10 分の１以内とし、その他の町

内会は、３灯以内。 

  ④市が管理している道路を照明するために新たに設置又は取り替える防犯灯が対象。 

※私道などを照らすために設置する防犯灯は対象になりませんのでご注意ください。 

※新たに設置又は取り替える防犯灯の維持管理費は、町内会のご負担になります。 

  ⑤新たに設置する防犯灯又は取り替える防犯灯は、道路照明灯やその他の道路を照らす

光源との間隔が、概ね３０ｍ以上あることが必要です。ただし、道路のカーブ部分、

見通しの悪い交差点付近、道路の勾配が急激に変化する場所などで防犯灯の明かりが

届きにくいと認められる場合は補助の対象。 

  ※設置場所や補助申請手続き等、詳細についてのご相談は、事前に各区役所・支所窓口 

までお願いします。 

 

４ 補助内容  

（１）電柱等の既存柱に設置する場合 

  新たに設置する場合の補助額は、１灯当たりの限度額は10，000 円です。 

 

（２）専用柱を新たに設置して防犯灯を設置する場合 

  補助額は、設置費用の３分の２（１００円未満切り捨て）とし、１灯当たりの限度額は 

６０，０００円です。 

※（１年度における補助対象灯数は，（1）、（2）合わせて1 町内会当たり１０灯以内） 



 
 

 

（３）既存の電柱等の防犯灯を取り替える場合 

  補助額は、１灯当たりの限度額は10，000 円です。 

  （１年度における補助対象灯数は，町内会が現に維持管理している防犯灯が４０灯以上

の場合は、全体灯数の１０分の１以内、その他の町内会は３灯以内） 

 

（４）補助対象期間 

新設の場合…毎年度１月３１日まで 

取り替えの場合…毎年度３月３１日まで（ただし、３月３１日までに事業が完了するこ

と） 

 

Ⅱ 防犯灯設置までの準備  

１ 設置目的・場所の検討について 
  設置目的は、地域の安全安心への寄与です。場所の選定に当たっては、設置場所周辺の

方々へは十分ご説明をいただき、町内会の総意として設置場所を検討してください。 
 
２ 資金計画、維持管理計画の検討について 
  特に複数の防犯灯の設置を希望される場合は、防犯灯設置に係る経費のうち、申請町内

会の負担分及び必要となる電気代や消耗品、修理代等の維持コストさらには将来的な機器

更新についての資金計画を立ててください。くれぐれも過度な負担が生じないよう町内会

の資力に見合った可能な範囲での設置をお願いいたします。 
 
３ 設置場所について 
  優先的に既設の電柱への設置を検討していただき、既設電柱への設置が困難などやむを

得ない場合は、専用柱により行政財産等への設置をご検討ください。 
 

（１）電柱への添架の場合 
  ・申請前 

 所有者に防犯灯の設置について、内諾を得ておいてください。 
  ・補助申請書提出時（既存の電柱等の防犯灯を１年度４灯以上取り替える場合） 
   既設の防犯灯を複数管理している町内会は、補助申請の際に電力事業者が発行する

「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」又は町内会が作成した防犯灯管理一覧表を添付書類と

して提出していただきます。（写しをとり原本は返却します。） 
 
 （２）行政財産（公共の土地、建物）に専用柱を設置する場合 
   道路上に設置する場合（市道・県道） 
   ・事前に 道路管理者（各区役所地域整備課・各支所産業建設課等）に防犯灯設置の



 
 

道路占用許可申請をして、補助金申請書の添付書類として道路占用許可証を提出して

ください。 
   ※使用料については、公共性が高い用途であることに鑑み免除が可能となります。 
 

（３）私有地の場合 

  ・申請前 

   所有者に設置について、一応の内諾を得ておいてください。 

  ・補助申請書提出時（内定後） 

   土地所有者の土地使用承諾書の写しを補助申請書の添付書類として提出してくだ

さい。 
 

Ⅲ 補助金申請書の手続きについて 

1  補助金申請手続きの概要 

  防犯灯を新規に設置又は取り替える場合、補助金申請が必要となります。申請提出後、市の審査

を経て、補助対象として正式決定となります。 
 

２ 補助申請の手続き（新設・計画的な取り替えの場合） 

 

 

【設置前】 

申請手続きに必要な 

書類 

補助金等交付申請書（様式第１号） 

申請書には、以下の書類を添付してください。 

① 防犯灯設置等事業計画書（様式第１号 第8 条関係） 

② 防犯灯の設置又は取り替えの費用に係る見積書の写し 

③ 防犯灯の設置又は取り替えの場所の位置図 

④ 土地管理者の承諾書の写し（新たに専用柱を設置する場合に限る。） 

⑤ 「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」又は町内会が作成した防犯灯管理一覧

表（既存の防犯灯を取り替える場合で１年度４灯以上の場合に限る。） 

【設置工事完了後】 

事業実績報告手続きに

必要な書類 

事業完了後、20 日以内に次の書類を提出してください。 

補助事業等実績報告書（様式第５号） 

  報告書には、以下の書類を添付してください。 

① 防犯灯設置等事業報告書（様式第２号 第１０条関係） 

② 防犯灯の設置に係る領収書の写し 

③ 防犯灯設置又は取り替え完了後の状況写真 

④ 収支決算書 

⑤ 電気受給契約手続きの写し等（新たに防犯灯を設置する場合に限る。） 

 

【お支払について】 

 

施工完了後、実績報告書が提出され、完了を確認した後、お支払いします。

ご提出後、お支払いまで、概ね１カ月程度かかります。（書類が適正に整い、

補正・訂正等がない場合） 



 
 

 施工前のお支払いは、補助金の適正支出の観点からできかねますので、あら

かじめご了承ください。 

【財産処分の制限】 

補助事業により取得した財産は、岡山市補助金等交付規則第24 条の規 

定に基づき処分を制限されます。処分を制限される期間は、減価償却資 

産の耐用年数等に関する省令（昭和40 年大蔵省令第15 号）の例によ 

り、６年となります。 

 

３ 補助申請の手続き（緊急取り替えの場合） 

 

【取り替え前】 

事前協議に必要な内容 

補助対象の防犯灯であるか事前に管内の区・支所担当窓口へ事前に協議くだ

さい。 

①  取り替えしたい防犯灯の場所 

②  取り替えしたい防犯灯の灯数 

※管内の区・支所担当窓口に電話連絡でも受付できます。       

【取替工事完了後】 

申請手続きに必要な 

書類 

補助金等交付申請書（様式第１号） 

申請書には、以下の書類を添付してください。 

①  防犯灯設置等事業計画書（様式第１号 第8 条関係） 

②  防犯灯の取り替えの場所の位置図 

③  防犯灯の取り替え後の写真 

④  防犯灯の取り替えの費用に係る領収書の写し，振込明細書等支払の事

を証する書類の写し 

⑤  「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」又は町内会が作成した防犯灯管理一

覧表（１年度４灯以上の場合） 

 

 

【お支払について】 

 

 

施工完了後、お支払いします。ご提出後、お支払いまで、概ね１カ月程度か

かります。（書類が適正に整い、補正・訂正等がない場合） 

施工前のお支払いは、補助金の適正支出の観点からできかねますので、あら

かじめご了承ください。 

注）補助金等交付請求書（様式第７号）の記入の際、決定通知と交付確定額

の欄（２段書きのところ）には、下記のとおりお願いします。 

・交付決定通知額は「－」を記入 

・交付確定額は決定及び確定額を記入 

 

４ 留意点 

 （１）補助申請書及び添付書類ご提出後、提出書類に不備がなければ、概ね2 週間程度で決定通知 
をお送りします。通知到達後に施工業者に着手をしていただくようお願いいたします。 

 
（２）申請書等は、生活安全課ホームページからダウンロードできるほか、ダウンロードができな

い方は、各区役所・支所窓口にあります。



 
 

（https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016711.html） 
 

（３）締切期限は厳守です。（郵送の場合は消印有効） 
 

（４）なお記入漏れ等ある場合は、手続きが大幅に遅れることがありますのでご注意ください。 

Ⅳ Ｑ＆Ａ  

Ｑ１  今回新設された取り替えの補助申請で、１０分の１の灯数確認は何を根拠に確認す

るのか？ 
Ａ   年度ごとに電気事業者が発行される「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」にて確認する

ので、それを持参いただければ窓口で写しを取らせていただき確認します。（原本は

お返しします）灯数が多い場合は、電子保存します。   
 
Ｑ２  年度ごとに電気事業者が発行される「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」はいつ頃発行 

されるのか？ 
Ａ   例年では、11 月末現在の情報が12 月頃発行されます。 
 
Ｑ３  11 月末以降の防犯灯取り替えの申請があった場合の灯数確認は？ 

Ａ    申請日からみて最新の「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」となります。 
    （窓口で写しを取らせていただき、原本はお返しします。） 
 
Ｑ４   新設の場合と取り替え両方の申請は可能か？ 
Ａ    可能です。ただし、施工業者が作成する見積書は内容（内訳）が分かるように作

成するよう依頼してください。 
 
Ｑ５   異なる設置形態区分（電柱等添架と専用柱設置）の防犯灯を同時に設置する場合

の計算方法はどのようになるか？ 

Ａ    区分ごとの補助基準が異なるため、区分ごとに補助金額を算定します。 
（例）7 月以降電柱添架で２灯、専用柱で１灯設置する場合   見積額143,000 円 
（内訳） 

電柱添架：箇所 A 15,000 円、B 17,000 円、諸経費 7,000 円 計39,000 円 
専用柱設置：箇所 C100,000 円、諸経費4,000 円 計104,000 円 

（計算方法） 
計算式：電柱添架：39,000 円×10/10＝上限39,000 円  

（上限額：＠10,000×2 灯＝20,000 円） 
     専用柱設置：104,000 円×2/3＝69,333 円 
    （上限額＠60,000 円×1 灯＝60,000 円） 

 ⇒補助金額計：（電柱添架）20,000 円＋（専用柱）60,000 円＝80,000 円   

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016711.html


 
 

 
Ｑ６   町内会が維持管理している防犯灯で、市が管理している道路以外のもの（補助対

象とならない防犯灯）の場合、取り替えの補助対象となるか？ 

Ａ    取り替えの補助も補助金の対象となる場合のみとなるため、補助対象とはなりま

せん。  
 
Ｑ７   今回取り替えの補助金が新たに新設されたが上限 10,000 円に達していない場

合はどうなるか？ 

Ａ    達していない場合は見積額となります。（補助金額に 100 円未満の端数が生じた

場合は、切り捨て） 
 
Ｑ８    「既存の光源」とはどのようなものを指すか？ 
Ａ    道路管理者が設置している道路照明灯や既存の防犯灯等を指します。 
 
Ｑ９  「概ね３０メートル」とはどこまでの範囲を指すか？ 

Ａ    【電柱等に添架する場合】 
電柱間隔の設置であれば可です。 

（設置を認める間隔の下限は２１ｍ） 
【専用柱の場合】 
「概ね」の範囲は３ｍ（３０ｍの１割）。 
（設置を認める間隔の下限は２７ｍ） 

     
Ｑ１０  1 月31 日が閉庁日の場合は、期日はどうなるか？ 

Ａ    1 月31 日が閉庁日の場合は、岡山市補助金等交付規則及び岡山市の休日を定め

る条例の規定により、翌月曜日が期日となります。 
 
Ｑ１１  電柱以外の既存構造物（建物の壁等）に防犯灯を設置する場合の設置形態区分

は？ 

Ａ    設置区分「既存の電柱等に防犯灯を設置するもの」に該当します。 
 
Ｑ１２  補助対象経費に含まれるものの具体例は？ 
Ａ    補助対象経費に含まれるものの一例 
     ・灯具一式費用 
     ・設置工事費 
     ・町内会管理であることを明確化するためのプレート設置に係る費用 
     ・電気事業者への手続き費用 
 
Ｑ１３  自動点滅器（外付け）のみ取り替えの場合、補助対象経費に含まれるか？ 



 
 

Ａ    補助対象には、灯具一式を想定しており、主に照明部分を想定している。 
したがって、自動点滅器のみであれば部品として取り扱い補助対象としません。 
（照明部も併せて取り替えの場合は、灯具一式として取り扱い補助対象とする。）   

 
Ｑ１４  消灯していないが、機能低下による取り替えは可能か？ 
Ａ    取り替え対象の防犯灯は、設置から８年経過している場合は「適正交換時期」を

過ぎているため、完全に消灯していなくても機能低下によるものとして取り替え

は可能とします。（機能低下の場合の申請は、新設と同様事前申請となります。） 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ⅴ 事務処理フロー図 

（事務処理フロー図）岡山市防犯灯設置等補助金(新設・計画的な取り替えの場合）

○交付申請書（様式第１号）…Ａ

【必要添付書類】 ・交付決定通知書(案)

・交付申請書及び添付書類

　・見積書（写）

　・位置図

　交付決定通知書交付

○補助事業等実績報告書（様式第５号）…Ｅ ○交付確定伺

【必要添付書類】 　・交付確定通知書(案)

　・事業報告書及び添付書類

　・領収書（写）又は振込明細書等の写し 　　

　・現況写真

　・収支決算書

　交付確定通知書交付

○補助金等交付請求書（様式第7号）…Ｃ

【必要添付書類】

　・交付確定通知書(写し)

 　・口座振替依頼書…Ｄ　

　（未登録又は変更がある場合のみ）

　・「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」又は

　防犯灯管理一覧表(取り替えで１年度４灯以上の

み）

③決定通知

⑧交付請求

⑨支払

④事業実施

⑤実績報告 ⑥交付確定

　・電気受給契約がわかる書類（写）（新設の場合

のみ）

　　（電気受給契約手続書類の写し

　　　　又は電気受給契約内容証明書）

○交付決定伺（取り替えの場合は書類審査のみ）

　・防犯灯設置等事業計画書（様式第１号）…Ｂ

　・防犯灯設置等事業報告書（様式第2号）…Ｆ

⑦確定通知

R4.9.1

単位町内会又は連合町内会 区役所・支所

①交付申請 ②交付決定

　・土地管理者の承諾書

　　（専用柱の場合のみ）

 
 

 
 



 

 
 

Ⅴ 事務処理フロー図  

（事務処理フロー図）岡山市防犯灯設置等補助金(緊急取り替えの場合）

取り替えしたい防犯灯の位置及び灯数を連絡 〇審査（契約が町内会名義であるか確認）

・防犯灯の場所の確認

・防犯灯の灯数の確認

　電話連絡

○交付申請書（様式第１号）…Ａ

【必要添付書類】 ・交付決定及び確定通知書(案)

・交付申請書及び添付書類

　・位置図

　・現況写真

　・領収書（写）又は振込明細書等の写し

　交付決定及び確定通知書交付

○補助金等交付請求書（様式第7号）…Ｃ

【必要添付書類】

　・交付決定及び確定通知書(写し)

 　・口座振替依頼書…Ｄ　

　（未登録又は変更がある場合のみ）

○交付決定及び確定伺（書類審査のみ）

①事前協議 ②事前審査

④事業実施 ③事業実施連絡

⑧交付請求

⑨支払

　・防犯灯設置等事業計画書（様式第１号）…Ｂ

　・「公衆街路灯Ａ取付場所一覧表」又は

　防犯灯管理一覧表(取り替えで１年度４灯以上の

み）

⑦決定及び確定通知

R4.9.1

単位町内会又は連合町内会 区役所・支所

⑤交付申請 ⑥交付決定及び確定

 


